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1 トライアル雇用奨励金
　職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な求職者を試行的に雇用する事業主に対し賃金の
一部が助成されます。

2 キャリア形成促進助成金（一般型訓練）
　職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させる訓練（政策対応型訓練以外の訓練）を実施する事
業主に対し賃金および経費の一部が助成されます。

3 キャリア形成促進助成金（若年人材育成コース）
　訓練開始日において、雇用契約締結後５年以内かつ３５歳未満の若年労働者を対象とする訓練を実施
する事業主に対し賃金および訓練経費の一部が助成されます。

4 キャリアアップ助成金（正規雇用等転換コース）
　正規雇用等に転換または直接雇用（以下「転換等という」する制度を規定し、有期契約労働者等を正
規雇用に転換した場合に事業主に対し賃金の一部が助成されます。

5 キャリアアップ助成金（短時間労働者の週所定労働時間延長コース）
　週所定労働時間２５時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間３０時間以上に延長した事業主に
対し、賃金の一部が助成されます。

6 キャリアアップ助成金（短時間正社員コース）
　短時間正社員制度を規定し、①雇用する労働者を短時間正社員に転換し、または②短時間正社員を新
規で雇い入れた事業主に対し、賃金の一部が助成されます。

7 キャリアアップ助成金（健康管理コース）
　有期契約労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を規定し、延べ４人以上実施した事業主に対し
、賃金の一部が助成されます。

8 雇用調整助成金
　雇用調整を余儀なくされた事業主の方に対し労働者の失業の予防を図るため、賃金負担の一部が助成
されます。

9 特定就職困難者雇用開発助成金（特定求職者雇用開発助成金）
　公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により、高齢
者、障害者等の就職が特に困難な者を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が助成されます。

10 高年齢者雇用開発特別奨励金（特定求職者雇用開発助成金）
　雇い入れ日の満年齢が６５歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、新たに１週間の所定労働
時間が２０時間以上の労働者として雇い入れる場合に助成されます。

◎この診断はあくまでも簡易診断です。






















